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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　床から上方に延びる一又は複数の柱状体と接続され、該柱状体が設けられる空間を、対
向する２つの側方及び正面からなり後方が開放された平面視四角形の複数の領域に仕切る
間仕切り装置であって、
　後方側の端部近傍が前記柱状体と接続され、前記複数の領域の各領域の一方の側方の正
面側の一部を仕切る板状の第一側板と、
　前記第一側板と直交し、前記第一側板の正面側の端部と一方の端部が接続され、前記各
領域の正面を仕切る板状の正面板と、
　前記正面板と直交し、前記正面板の他方の端部と正面側の端部が接続され、前記各領域
の一方の側方と対向する他方の側方の全体を仕切る板状の第二側板と、を備え、
　前記複数の領域のうちの一の領域と隣接する他の領域は、前記一の領域に対して反転し
て配置され、前記一の領域と該一の領域が反転された態様である前記他の領域が列状に交
互に配置され、
　前記一の領域の一方の側方は、正面側に位置する当該一の領域の第一側板と、後方側に
位置する隣接する他の領域の第一側板とによって構成される、
間仕切り装置。
【請求項２】
　前記第一側板、前記正面板、及び前記第二側板は、前記床から所定の間隔を空けて設け
られる、請求項１に記載の間仕切り装置。
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【請求項３】
　前記各領域には、机の天板が設けられ、
　前記机の天板は、一端が前記第一側板の内側面と接続され、他端は第二側板又は該天板
を支持する脚部と接続され、少なくとも一端が前記柱状体によって支持される、請求項１
又は２に記載の間仕切り装置。
【請求項４】
　前記一の領域の正面板の外側面には、前記他の領域の使用者が使用可能な収納部が設け
られる、請求項１から３の何れか１項に記載の間仕切り装置。
【請求項５】
　床から上方に延びる複数の柱状体と、前記床に水平方向に延び、前記柱状体と接続され
る横梁体と、前記柱状体が設けられる空間を、対向する２つの側方及び正面からなり後方
が開放された平面視四角形の複数の領域に仕切る間仕切り装置と、を含む間仕切りシステ
ムであって、
　前記間仕切り装置は、
　後方側の端部近傍が前記柱状体と接続され、前記複数の領域の各領域の一方の側方の正
面側の一部を仕切る板状の第一側板と、
　前記第一側板と直交し、前記第一側板の正面側の端部と一方の端部が接続され、前記各
領域の正面を仕切る板状の正面板と、
　前記正面板と直交し、前記正面板の他方の端部と正面側の端部が接続され、前記各領域
の一方の側方と対向する他方の側方の全体を仕切る板状の第二側板と、を備え、
　前記複数の領域のうちの一の領域と隣接する他の領域は、前記一の領域に対して反転し
て配置され、前記一の領域と該一の領域が反転された態様である前記他の領域が列状に交
互に配置され、
　前記一の領域の一方の側方は、正面側に位置する当該一の領域の第一側板と、後方側に
位置する隣接する他の領域の第一側板とによって構成される、
間仕切りシステム。
【請求項６】
　前記列状の間仕切り装置が平行して複数列設けられ、
　一の列状の間仕切り装置における第一の領域及び他の領域の配置パターンと、隣接する
他の列状の間仕切り装置における第一の領域と他の領域の配置パターンは、同じパターン
である、請求項５に記載の間仕切りシステム。
【請求項７】
　前記第一側板、前記正面板、及び前記第二側板は、前記床から所定の間隔を空けて設け
られる、請求項５又は６に記載の間仕切りシステム。
【請求項８】
　前記各領域は、机の天板を有し、
　前記机の天板は、一端が前記第一側板の内側面と接続され、他端は第二側板又は該天板
を支持する脚部と接続され、少なくとも一端が前記柱状体によって支持される、請求項５
から７の何れか１項に記載の間仕切りシステム。
【請求項９】
　前記一の領域の正面板の外側面には、前記他の領域の使用者が使用可能な収納部が設け
られる、請求項５から８の何れか１項に記載の間仕切りシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、間仕切り装置及び間仕切りシステムの技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　パネルを用いて室内空間を区画する技術が知られている。例えば、特許文献１には、室
内スペースを区画するパネル本体を備えたパーティションが開示されている。特許文献１
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に記載の技術では、他のパネル本体の連結を要しない場合、連結金具は、収容部に連結金
具全体が収容された第一位置に位置する。また、連結金具は、収容部から相手側のパネル
本体の収容部に掛け渡された第二位置で固定されることにより両パネル本体を直線状に連
結する。更に、連結金具は、連結側の夫々の連結金具の係合爪が柱状部材の上側被係合部
と係合した第三位置で固定されることにより、柱状部材の周りに複数のパネル本体を直交
するように連結する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００９－１８５５７０号公報
【特許文献２】特開２００７－３２１３３９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　パネルを用いて室内空間を区画する技術が知られている。ここで、図１は、パネルを用
いて空間を仕切る従来技術の一例を示す。例えば机１５０ｘと椅子１７０ｘとを有するワ
ークプレイス２００ｘが室内空間に複数存在する場合において、隣合うワークプレイス２
００ｘの間にパネル１２０ｘを設置することで、隣り合うワークプレイス２００ｘ同士を
仕切ることができる。しかしながら、例えば図１に示すように、隣合うワークプレイス２
００ｘの間にパネル１２０ｘを設置する構成は、各ワークプレイス２００ｘの独立性を高
めたい場合においては十分ではない。すなわち、パネル１２０ｘで仕切られているものの
相対するワークプレイス２００ｘからの使用者の気配や椅子を引くと隣接するワークプレ
イス２００ｘに存在する使用者が視界に入ることが懸念される。
【０００５】
　また、ワークプレイス２００ｘを設ける室内の広さや形状は様々である。また、実情に
応じてレイアウトの変更も必要となる。従って、パネルによって隣り合うワークプレイス
２００ｘを仕切る場合、設計の自由度が求められる。
【０００６】
　本発明は、上記の問題に鑑み、領域を仕切る技術において、各領域の独立性を高めると
ともに、設計の自由度が高い技術を提供することを課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明は、上述した課題を解決するため、３枚の板状部材によって各領域の３方向を仕
切り、板状部材の少なくとも一部を柱状体で支持することとした。また、隣接する領域同
士が異なる方向を向くように３枚の板状部材を配置することとした。
【０００８】
　詳細には、本発明は、床から上方に延びる一又は複数の柱状体と接続され、該柱状体が
設けられる空間を複数の領域に仕切る間仕切り装置であって、前記柱状体と接続され、前
記複数の領域の各領域の一方の側方を仕切る板状の第一側板と、前記第一側板と直交して
接続され、前記各領域の正面を仕切る板状の正面板と、前記正面板と直交して接続され、
前記各領域の一方の側方と対向する他方の側方を仕切る板状の第二側板と、を備え、前記
複数の領域のうちの一の領域と、前記一の領域と隣接する他の領域は、異なる方向に配置
され、前記一の領域の側方の少なくとも何れか一方は、その一部又は全部が、前記他の領
域を構成する、前記第一側板又は前記第二側板によって構成される。
【０００９】
　本発明は、オフィス、図書館などの公共スペース等の空間を複数の領域に仕切る技術に
関する。本発明では、各領域の３方向が、第一側板、正面板、第二側板によって仕切られ
ることで、各領域の独立性が確保される。また、隣接する領域が同方向を向くように設け
られていた従来の技術では、隣接する領域同士がパネルで仕切られているものの椅子を引
くと隣接する領域に存在する使用者が視界に入ることが懸念された。これに対し、本発明
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では、隣接する領域は、その方向が異なるように配置されていることから、隣接する領域
に存在する使用者が視界に入ることを低減できる。その結果、各領域の独立性をより高め
ることが可能となる。更に、本発明に係る間仕切り装置は、柱状体と組み合わせて用いら
れることから、オフィスや、図書館といった公共スペース等の空間を自由に仕切ることが
できる。
【００１０】
　ここで、柱状体は、間仕切り装置が設置される構造物の既設の柱とは異なり、任意の空
間を設計するために空間内に新たに設けられるものである。柱状体は、天井と接続するこ
とで固定してもよく、また、床に水平方向に延びる横梁体と接続して固定してもよい。横
梁体も柱状体と同じく、任意の空間を設計するために空間内に新たに設けられるものであ
る。従って、間仕切り装置が設置される構造物の既設の梁とは区別される。間仕切り装置
を空間設計が可能な柱状体と組み合わせることで、間仕切り装置の設計の自由度を高める
ことができる。また、柱状体は、天井と接続されるか、若しくは横梁体と接続されること
から、優れた安定性を有する。このような安定性の高い柱状体に間仕切り装置を接続する
ことで、間仕切り装置の安定性も高められる。なお、柱状体は、間仕切り装置を支持でき
る強度を備えるものであればよく、形状や材質等は特に限定されない。
【００１１】
　第一側板、第二側板、及び正面板は、板状部材によって構成することができ、領域内と
領域外とを仕切る。各領域は、例えば机や椅子を備えることで、使用者毎に割り当てられ
た作業空間であるワークプレイスとして使用することができる。本発明では、少なくとも
第一側板が、柱状体と接続されることで間仕切り装置が支持される。なお、間仕切り装置
を下部から補助的に支持する補助支持部を第二側板に接続し、間仕切り装置を支持するよ
うにしてもよい。なお、このような補助支持部は、第一側板や、正面板、若しくは、各板
の接続箇所に補助的に設けるようにしてもよい。
【００１２】
　また、本発明では、一の領域の側方の少なくとも何れか一方は、その一部又は全部が、
前記他の領域を構成する、前記第一側板又は前記第二側板によって構成される。つまり、
各領域の側方を仕切る部材が隣接する領域同士で共有されることから、部品点数を削減す
ることが可能となる。
【００１３】
　また、本発明は、複数の領域のうちの一の領域と、一の領域と隣接する他の領域とが、
異なる方向に配置されることを特徴とする。異なる方向に配置される態様には、隣接する
領域が反転するように、各領域を構成する第一側板、第二側板、及び正面板が配置される
構成が例示される。そこで、本発明は、前記他の領域は、前記一の領域に対して反転して
配置され、前記一の領域と該一の領域が反転された態様である前記他の領域が列状に交互
に配置されるようにしてもよい。一の領域と一の領域を反転した態様である他の領域を交
互に配置して列状とすることで、第一側板、第二側板、正面板によって仕切られていない
開放部分が交互に配置されることになる。つまり、開放部分が隣接することがなく、一領
域の開放部分の側方には他の領域の正面板が配置されることになる。その結果、例えば各
領域に机と椅子を設けた場合において、仮に椅子を引いたとしても、隣接する領域に存在
する使用者が視界に入ることもない。すなわち、一の領域と一の領域を反転した態様であ
る他の領域を交互に配置して列状とすることで、各領域の独立性をより高めることができ
る。
【００１４】
　なお、異なる方向に配置される態様には、各領域が柱状体を中心として放射状となるよ
うに、各領域を構成する第一側板、第二側板、及び正面板を配置する態様も含まれる。例
えば、柱状体の周囲に４つの領域を設ける場合には、隣接する正面板同士の成す角度を９
０度ずつずらして正面板等を配置すればよい。このような構成とした場合においても、例
えば各領域に机と椅子を設けた場合、仮に椅子を引いたとしても、隣接する領域に存在す
る使用者が視界に入ることもない。すなわち、各領域を柱状体を中心として放射状に配置



(5) JP 5575498 B2 2014.8.20

10

20

30

40

50

することで、各領域の独立性をより高めることができる。
【００１５】
　ここで、各領域の独立性を高める上では、例えば、第一側板、第二側板、正面板を床か
ら天井まで延出させることも考えられる。しかしながらこの場合、各領域の独立性を高め
ることはできるものの、閉塞感が強すぎる、圧迫感が強すぎることが懸念される。また、
各領域の空気の流れが悪くなることも懸念される。各領域の空気の流れを改善する為には
、各領域に対して新たな空調設備を設けることが必要となる。そこで、本発明では、前記
第一側板、前記正面板、及び前記第二側板は、前記床から所定の間隔を空けて設けてもよ
い。また、前記第一側板、前記正面板、及び前記第二側板は、天井から所定の間隔を空け
て設けてもよい。所定の間隔は、空気の流れを確保できる間隔として、空間の広さや空間
に設けられている空調設備の性能を考慮して適宜設計することができる。
【００１６】
　また、本発明において、前記各領域は、机の天板を有し、前記机の天板は、一端が前記
第一側板の内側面と接続され、他端は第二側板又は該天板を支持する脚部と接続され、少
なくとも一端が前記柱状体によって支持されるようにしてもよい。また、本発明において
、前記一の領域の正面板の外側面には、前記他の領域の使用者が使用可能な収納部を設け
てもよい。机や収納部が設けられることで、各領域の利便性が更に向上する。上記のよう
に本発明における収納部は、他の領域の使用者が使用可能である。勿論、収納部が設けら
れている領域の使用者が使用してもよいが、本発明に係る収納部は、正面板の外側面に設
けられる。従って、収納部が設けられている領域の使用者が使用する領域の収納部を使用
する場合には、その領域から一度出て、正面板の外側面に回り込む必要がある。一方で、
例えば、一の領域と一の領域を反転した態様である他の領域を交互に配置して列状とした
場合、上述したように、開放部分が、交互に配置されることになる。つまり、一の領域の
開放部分の側方には他の領域の正面板が配置されることになる。従って、このような態様
において正面板の外側面に収納部を設ければ、一の領域の開放部分の側方には収納部が設
けられた正面板が配置されることになる。その結果、各領域の利便性が更に向上する。
【００１７】
　ここで、本発明は、上述した間仕切り装置を備える間仕切りシステムとしてもよい。具
体的には、本発明は、床から上方に延びる複数の柱状体と、前記床に水平方向に延び、前
記柱状体と接続される横梁体と、前記柱状体が設けられる空間を複数の領域に仕切る間仕
切り装置と、を含む間仕切りシステムであって、前記間仕切り装置は、前記柱状体と接続
され、前記複数の領域の各領域の一方の側方を仕切る板状の第一側板と、前記第一側板と
直交して接続され、前記各領域の正面を仕切る板状の正面板と、前記正面板と直交して接
続され、前記各領域の一方の側方と対向する他方の側方を仕切る板状の第二側板と、を備
え、前記複数の領域のうちの一の領域と、前記一の領域と隣接する他の領域は、異なる方
向に配置され、前記一の領域の側方の少なくとも何れか一方は、その一部又は全部が、前
記他の領域を構成する、前記第一側板又は前記第二側板によって構成される。
【００１８】
　本発明においても、各領域の独立性が確保される。また、間仕切り装置と、柱状体及び
横梁体と組み合わせて用いることで、オフィスや、図書館などの公共スペース等の空間を
自由に仕切ることができる。また、間仕切り装置が、柱状体と接続されることで、間仕切
り装置の安定性が確保される。
【００１９】
　ここで、本発明において、前記他の領域は、前記一の領域に対して反転して配置され、
前記一の領域と該一の領域が反転された態様である前記他の領域が列状に交互に配置され
ることで、列状の間仕切り装置が構成され、前記列状の間仕切り装置が平行して複数列設
けられ、一の列状の間仕切り装置における第一の領域及び他の領域の配置パターンと、隣
接する他の列状の間仕切り装置における第一の領域と他の領域の配置パターンは、同じパ
ターンとしてもよい。
【００２０】
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　配置パターンとは、領域の組み合わせの態様である。配置パターンの一例として、一端
から順に、一の領域、一の領域が反転された態様である他の領域、一の領域といった配置
パターンが挙げられる。配置パターンが同じ列状の間仕切り装置が複数列設けられること
で、例えば、各領域に机と椅子を設けた場合、机に向かって椅子に座る使用者の背後には
、隣接する列状の間仕切り装置の一の領域の正面板の外側面が位置する。すなわち、全て
の領域において、各領域の使用者の背後には、正面板の外側面が位置し、他の使用者が存
在することはない。従って、本発明によれば、独立性をより高めることができる。また、
正面板を挟んで使用者が対向していると、使用者が視界に入ることは無くても気配が気に
なることも想定される。これに対し、本発明では、列状の間仕切り装置の列方向と直交す
る方向では、各領域が全て同じ方向を向いており、使用者同士が正面板を挟んで向かい合
うこともない。従って、正面板を挟んで気配が気になることもない。
【００２１】
　なお、正面板の外側面に収容部を配置することで、例えば、各領域に机と椅子を設ける
と、机に向かって椅子に座る使用者の背後には、隣接する列の一の領域の正面板の外側面
に設けられた収納部が存在する。これにより、各領域の利便性が更に向上する。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、領域を仕切る技術において、各領域の独立性を高めるとともに、設計
の自由度が高い技術を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】パネルを用いて空間を仕切る従来技術の一例を示す。
【図２】第一実施形態に係る間仕切りシステムの斜視図を示す。
【図３】第一実施形態に係る間仕切りシステムの側面図であり、開閉式ひさしが全て閉じ
られた状態を示す。
【図４】第一実施形態に係る間仕切りシステムの側面図であり、開閉式ひさしが一部開放
された状態を示す。
【図５】第一実施形態に係る間仕切りシステムの平面図を示す。
【図６Ａ】第一実施形態に係る間仕切りシステムの拡大平面図を示す。
【図６Ｂ】図６Ａに対応する、第一実施形態に係る間仕切りシステムの拡大斜視図を示す
。
【図７】第一実施形態に係る間仕切りシステムの分解斜視図を示す。
【図８Ａ】第一側板の高さ方向の中心を通る仮想水平線と線対称となるように枠用固定孔
設けることで、第一側板が反転させて使用可能であることを説明する図を示す。
【図８Ｂ】第一側板の高さ方向の中心を通る仮想水平線と線対称となるように枠用固定孔
設けることで、間仕切り装置が異なる態様で使用可能であることを説明する図を示す。
【図９】ポールの外観図を示す。
【図１０】ポールの断面図を示す。
【図１１】ビームの外観図を示す。
【図１２】ビームの断面図を示す。
【図１３】コーナー部における二本のビームと一本のポールの連結の様子を示す。
【図１４】ポールとビームとの連結の詳細を示す（断面図）。
【図１５】ポールとビームとの連結の詳細を示す（斜視図）。
【図１６Ａ】スライド連結装置を構成する付勢部材の断面図を示す。
【図１６Ｂ】スライド連結装置を構成する付勢部材の側面図を示す。
【図１７Ａ】スライド連結装置を構成するベース部材の平面図を示す。
【図１７Ｂ】スライド連結装置を構成するベース部材の断面図を示す。
【図１８Ａ】スライド連結装置の溝内での動きを説明する図であり、溝部に対して付勢部
材を開口部から滑り込ませた状態を示す。
【図１８Ｂ】スライド連結装置の溝内での動きを説明する図であり、溝部内にベース部材
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を挿入させた状態を示す。
【図１９】ポールに第一側板が接続される態様の一例を示す。
【図２０Ａ】空間構造体の組み立て状況を示す。
【図２０Ｂ】ポールに固定金具を接続する状況を示す。
【図２０Ｃ】固定金具に第一側板を取り付けると共に、天板枠を第一側板に接続する状況
を示す。
【図２０Ｄ】収納棚を第一側板及び天板枠に接続する状況を示す。
【図２０Ｅ】第二側板を収納棚等と接続すると共に、開閉式ひさしを収納棚の上部に存在
する天井板に接続する状況を示す。
【図２１】第二実施形態に係る間仕切りシステムの斜視図を示す。
【図２２】第三実施形態に係る間仕切りシステムの平面図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　次に、本発明の実施形態について図面に基づいて説明する。以下の説明では、本発明の
間仕切りシステムを、オフィスに適用する場合を例に説明する。なお、以下で説明する実
施形態は本発明を実施するための例示であり、本発明は以下で説明する態様に限定されな
い。
【００２５】
　[第一実施形態]
　＜構成＞
　図２から図５に示すように、第一実施形態に係る間仕切りシステム３００は、柱状体と
してのポール２、横梁体としてのビーム３を有する空間構造体１と、第一側板１１０、第
二側板１２０、正面板１３０を有する間仕切り装置１０１とを備える。図２は、第一実施
形態に係る間仕切りシステムの斜視図であり、図３は、第一実施形態に係る間仕切りシス
テムの側面図であり、開閉式ひさしが閉じられた状態を示す。また、図４は、第一実施形
態に係る間仕切りシステムの側面図であり、開閉式ひさしが開放された状態を示す。図５
は、第一実施形態に係る間仕切りシステムの平面図を示す。以下、初めに間仕切り装置１
０１について説明し、その後、空間構造体１について説明する。
【００２６】
　（間仕切り装置）
　第一実施形態に係る間仕切り装置１０１は、第一側板１１０、第二側板１２０、正面板
１３０を有する第一ワークプレイス（本発明の第一領域に相当する。）２０１を基本構成
とし、第二ワークプレイス（本発明の第二領域に相当する。）２０２は、第一ワークプレ
イス２０１を反転させた態様である。このように、第一ワークプレイス２０１と第一ワー
クプレイス２０１が反転された第二ワークプレイス２０２が列方向において交互に配置さ
れることで、列状の間仕切り装置１０１が構成されている。そして、第一実施形態では、
このような列状の間仕切り装置１０１が３列構成されている。すなわち、第一ワークプレ
イス２０１と第二ワークプレイス２０２が同じパターンで配置された列状の間仕切り装置
１０１が、所定の間隔を空けて３列平行に設けられている。所定の間隔は、通路として必
要な間隔を確保するとともにオフィスの広さに応じて適宜設計される。なお、第一ワーク
プレイス２０１及び第二ワークプレイス２０２の設置数、列状の間仕切り装置１０１の列
の数は、オフィスの規模や用途に応じて適宜変更することができる。
【００２７】
　上記のように、第一実施形態では、第一ワークプレイス２０１と第一ワークプレイス２
０１が反転された第二ワークプレイス２０２が列方向において交互に配置されることで、
列状の間仕切り装置１０１が構成されている。但し、列の端部を構成する第一ワークプレ
イス２０１又は第二ワークプレイス２０２と、列の端部以外を構成する第一ワークプレイ
ス２０１又は第二ワークプレイス２０２とは、その態様が若干異なる。すなわち、列の端
部以外を構成する第一ワークプレイス２０１と第二ワークプレイス２０２は、第二側板１
２０が共有されている。以下、このように第二側板１２０が共有された第一ワークプレイ
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ス２０１と第二ワークプレイス２０２を、一対のワークプレイス２０３と称する。すなわ
ち、第一実施形態では、第一ワークプレイス２０１と第一ワークプレイス２０１が反転さ
れた態様である第二ワークプレイス２０２によって一対のワークプレイス２０３が構成さ
れ、この一対のワークプレイス２０３が複数（第一実施形態では、３つ）接続されること
で列状の間仕切り装置１０１が構成されている。
【００２８】
　列状の間仕切り装置１０１は、列方向に所定の間隔を空けて設置された複数のポール２
によって支持される。換言すると、複数のポール２同士を結ぶことで得られる仮想の直線
上に第一ワークプレイス２０１と第二ワークプレイス２０２とが交互に配置されることで
、列状の間仕切り装置１０１が構成されている。仮想の直線は、図５において点線で示す
。一対のワークプレイス２０３は、列方向の両端部が夫々ポール２によって支持されてい
る。一対のワークプレイス２０３の中央、換言すると共有される第二側板１２０は、脚部
１４０によって支持されている。また、列方向の端部に設けられた第一ワークプレイス２
０１又は第二ワークプレイス２０２は、一端がポール２によって支持され、他端は、脚部
１４０によって支持されている。
【００２９】
　ここで、図６Ａは、第一実施形態に係る間仕切りシステムの拡大平面図を示し、図６Ｂ
は、図６Ａに対応する、第一実施形態に係る間仕切りシステムの拡大斜視図を示す。また
、図７は、第一実施形態に係る間仕切りシステムの分解斜視図を示す。第一側板１１０は
、使用者の右手側方（本発明の一方の側方に相当する。）に設けられ、各ワークプレイス
２００の内側と外側とを仕切る。以下、第一ワークプレイス２０１と第二ワークプレイス
２０２を特に区別する必要がない場合には、単にワークプレイス２００、又は各ワークプ
レイス２００と称する。また、右手側方、左手側方は、使用者が各ワークプレイス２００
の机１５０に正対した場合を基準とする。第一側板１１０は、床から所定の間隔を空けて
、固定金具１６０を介してポール２と接続される。所定の間隔は、空気の流れを確保でき
る間隔として、オフィスの広さやオフィスに設けられている空調設備の性能を考慮して適
宜設計することができる。また、第一側板１１０の下方だけでなく、上方においても空気
の流れを確保できるよう第一側板１１０が設計され、配置されている。すなわち、第一実
施形態に係る第一側板１１０は、下方及び上方に空間が確保されるよう、高さ方向の長さ
が、オフィスの天井高さよりも短く、より詳細には、ポール２の長手方向（高さ方向）の
長さよりも短く設計されている。第一側板１１０の奥行き方向の長さは、後述する第二側
板１２０の奥行き方向の長さよりも短く、具体的には、第二側板１２０の奥行き方向の長
さの半分程度に設計されている。これは、第一ワークプレイス２０１の右手側方の一部が
、第二ワークプレイス２０２の第一側板１１０によって構成されるためである。なお、ポ
ール２が設置される場所では、第一ワークプレイス２０１と第二ワークプレイス２０２と
の間にポール２の幅に相当する隙間が存在する。そこで、第二ワークプレイス２０２の第
一側板１１０の外側面には、ハンガーや小物等を引っ掛けることが可能なフック１１３を
設けるようにしてもよい。これにより、上記隙間を有効に活用することができる。
【００３０】
　第一側板１１０には、固定金具１６０を取り付ける為の金具用貫通孔１１１が設けられ
ており、第一側板１１０と固定金具１６０は、ねじなどの既存の固定手段により接続され
る。第一実施形態では、第一側板１１０の奥行き方向の一方の端部（手前側の端部）に沿
って金具用貫通孔１１１が複数形成されている。従って、第一側板１１０は、一方の端部
近傍でポール２と接続される。また、第一実施形態では、各ワークプレイス２００に机１
５０と椅子１７０が設けられている。そこで、第一側板１１０には、机１５０の天板１５
１を支持する天板枠１５２を固定するための枠用固定孔１１２が設けられている。この枠
用固定孔１１２は、第一側板１１０の高さ方向の中心よりも下部寄りに設けられている。
なお、枠用固定孔１１２は、高さ方向に段階的に複数設けてもよい。これにより、机１５
０の天板１５１の高さ位置の調整が可能となる。また、枠用固定孔１１２は、第一側板１
１０の高さ方向の中心を通る仮想水平線と線対称となるように設けてもよい。これにより
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、図８Ａに示すように、第一側板１１０を取り付ける際、上下を気にすることなく取り付
けることが可能となる。図８Ａは、第一側板の高さ方向の中心を通る仮想水平線と線対称
となるように枠用固定孔設けることで、第一側板が反転させて使用可能であることを説明
する図を示す。また、図８Ｂに示すように、第一側版０を右手側方としてだけでなく、左
手側方にも使用することが可能となる。図８Ｂは、第一側板の高さ方向の中心を通る仮想
水平線と線対称となるように枠用固定孔設けることで、間仕切り装置が異なる態様で使用
可能であることを説明する図を示す。なお、使用しない枠用固定孔１１２には、例えばハ
ンガーや小物等を引っ掛けることが可能なフック等を配置してもよく、これにより利便性
が向上する。また、使用しない固定孔には、カバーを設けてもよく、これにより、デザイ
ン性が向上する。
【００３１】
　第二側板１２０は、使用者の左手側方（本発明の他方の側方に相当する。）に設けられ
、各ワークプレイス２００の内側と外側とを仕切る。第二側板１２０も、下方及び上方に
空間が確保されるよう、高さ方向の長さが、オフィスの天井高さよりも短く、より詳細に
は、ポール２の長手方向の長さよりも短く設計されている。具体的には、第二側板１２０
の高さ方向の長さは、第一側板１１０と同じに設計されている。第二側板１２０は、一枚
で各ワークプレイス２００の左手側方を仕切ることから、第二側板１２０の奥行き方向の
長さは、第一側板１１０の奥行き方向の長さの２倍程度に設計されている。
【００３２】
　第二側板１２０は、第一側板１１０と異なり、ポール２と接続されない。そこで、第二
側板１２０には、脚部１４０を固定する脚部用固定孔１２３が設けられており、第二側板
１２０は脚部１４０によって支持される。脚部１４０は、本発明の補助支持部に相当し、
本実施形態では天板枠１５２と固定され、机１５０の天板１５１が載置される天板枠を支
持する。なお、第一側板１１０のように、天板枠１５２を固定するための枠用固定孔を設
けてもよい。ここで、第一側板１１０において枠用固定孔１１２が第一側板１１０の高さ
方向の中心よりも下部寄りに設けられていたように、脚部用固定孔１２３は、第二側板１
２０の高さ方向の中心よりも下部寄りに設けられている。そこで、第一側板１１０におい
て枠用固定孔１１２を高さ方向に段階的に設けてもよいように、脚部用固定孔１２３は、
高さ方向に段階的に複数設けてもよい。これにより、机１５０の天板１５１の高さ位置の
調整が可能となる。また、脚部用固定孔１２３は、第二側板１２０の高さ方向の中心を通
る仮想水平線と線対称となるように設けてもよい。これにより、第二側板１２０を取り付
ける際、上下を気にすることなく取り付けることが可能となる。また、第二側板１２０を
左手側方としてだけでなく、右手側方にも使用することが可能となる。
【００３３】
　ここで、一対のワークプレイス２０３における第二側板１２０は、第一ワークプレイス
２０１と第二ワークプレイス２０２で共有される。そして、共有される第二側板１２０に
は、第一ワークプレイス２０１から見て、内側と外側の双方に夫々机１５０の天板枠１５
２が接続される。また、第一ワークプレイス２０１では机１５０の天板１５１等が奥側に
接続されるが、第二ワークプレイス２０２では、手前側に机１５０の天板１５１等が接続
される。従って、一対のワークプレイス２０３に用いられる第二側板１２０には、第一ワ
ークプレイス２０１の机１５０の天板１５１等を接続するための枠用固定孔１１２と、第
二ワークプレイス２０２の机１５０の天板１５１等を接続するための枠用固定孔１１２を
設ける必要がある。このように、第二側板１２０は、一対のワークプレイス２０３を構成
する第二側板１２０と端部に設けられる一対のワークプレイス２０３を構成しない第二側
板１２０で態様が異なる。従って、第二側板１２０は、二種類の態様を用意してもよいが
、列の端部に用いられる第一ワークプレイス２０１又は第二ワークプレイス２０２の第二
側板１２０も一対のワークプレイス２０３を構成する第二側板１２０と同様の構成として
もよい。これにより、汎用性が高まり、また、部品点数を削減することができる。なお、
使用しない脚部用固定孔１２３には、カバーをしてもよく、これによりデザイン性が向上
する。また、使用しない脚部用固定孔１２３に例えばフック等を設けることで、利便性が
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向上する。
【００３４】
　正面板１３０は、第一側板１１０と第二側板１２０の奥行き方向の端部と接続されこと
で、使用者の正面に存在し、各ワークプレイス２００の内側と外側とを仕切る。正面板１
３０は、第一側板１１０と第二側板１２０の奥行き方向の端部と接続される。正面板１３
０も、下方及び上方に空間が確保できるよう設計されている。具体的には、正面板１３０
の高さ方向の長さは、第一側板１１０や第二側板１２０と同じに設計されている。正面板
１３０の幅方向の長さは、机１５０の天板１５１と幅と同じである。なお、正面板１３０
と第一側板１１０及び第二側板１２０との接続は、ねじなどの既存の接続手段によって行
われる。
【００３５】
　第一実施形態では、机１５０の天板１５１が天板枠１５２によって支持されているが、
机１５０を天板１５１のみで構成し、天板１５１に第一側板１１０や脚部１４０を接続す
るようにしてもよい。また、第一実施形態では、脚部１４０が天板枠１５２との接続部分
から下部に向けて二股に分かれた斜めに配置された二本の脚を有している。但し、脚部１
４０の構成は、特に限定されるものではなく、脚部１４０は、Ｉ型の脚や、鉛直に配置さ
れた複数の脚を有する構成でもよい。
【００３６】
　第一実施形態に係る間仕切り装置１０１では、上述した構成に加えて、各ワークプレイ
ス２００に収納棚（本発明の収納部に相当する。）１８０、開閉式ひさし１９０が設けら
れている。収納棚１８０は、正面板１３０の外側面に設けられ、内部に書籍、小物などを
収容する。第一実施形態では、正面板１３０と収納棚１８０とが一体的に形成されており
、収納棚１８０の背板が正面板１３０に相当する。収納棚１８０には、仕切り板が複数設
けられ、また、収納棚１８０の前面には、扉１８１が設けられている。なお、扉１８１に
は、鍵を設けるようにしてもよい。収納棚１８０の使用者は、特に限定されるものではな
いが、例えば、第一ワークプレイス２０１の使用者が、使用する第一ワークプレイス２０
１の正面板１３０に設けられた収納棚１８０を使用する場合、第一ワークプレイス２０１
から一度出て、正面板１３０の外側面に回り込む必要がある。ここで、第一実施形態では
、第一ワークプレイス２０１と第二ワークプレイス２０２とが交互に配置されることで列
状の間仕切り装置１０１が構成され、更に、第一ワークプレイス２０１と第二ワークプレ
イス２０２の配置が同じパターンの列状の間仕切り装置１０１が平行に配置されている。
従って、第一ワークプレイス２０１の背後には、隣の列状の間仕切り装置の第一ワークプ
レイス２０１の収納棚１８０が存在する。従って、収納棚１８０は、その収納棚１８０の
正面に存在するワークプレイス２００と対応させて用いることでより利便性が高まる。
【００３７】
　開閉式ひさし１９０は、机１５０の上方に設けられている。具体的には、正面板１３０
の上部に、手前側に突出した天井板１８２が設けられ、その天井板１８２の手前側の端部
に、この端部を回動軸として可動自在な開閉式ひさし１９０が設けられている。開閉式ひ
さし１９０は、開閉式ひさし１９０の面が机１５０の天板１５１と平行となる閉じた状態
と、開閉式ひさし１９０の自由端が上方に移動した開いた状態とを有する。開閉式ひさし
１９０の開閉度合いを調整することで、オフィスの天井に設けられた空調機から送出され
る空気のワークスプレイス０への流入量を調整することができる。なお、例えば、光を透
過する部材（例えば、ガラスやプラスチックパネル）で開閉式ひさし１９０を構成するこ
とで、オフィスの天井に設けられた照明からの光をワークプレイス２００内に取り込むこ
とができる。
【００３８】
　（空間構造体）
　上述した第一実施形態に係る間仕切り装置１０１は、空間構造体１を構成するポール２
と接続されることで、安定的に支持される。また、空間構造体１は、ポール２やビーム３
等を適宜組み合わせることで、オフィスなどの空間内に新たな任意空間を自由に設計する
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ことができる。従って、間仕切り装置１０１をこのような空間構造体１と共に用いること
で、間仕切り装置１０１そのものの設計の自由度が向上される。以下、空間構造体１につ
いて説明する。
【００３９】
　空間構造体１は、主に、複数の柱状体であるポール２と、複数の横梁体であるビーム３
との組合せで構成されている。ポール２は床面から鉛直上方に延びて空間構造体１を支え
るものであり、ビーム３は床面に水平に延びポール２同士またはビーム３同士を結ぶ。
【００４０】
　ここで、図９は、ポール２の外観図であり、図１０は、ポール２の断面図を示す。ポー
ル２は、その断面において均等に四分割された形状を有する。中心部２０から四方に放射
状に隔壁２１が伸び、ポール４の断面における正方形の頂点Ｐを形成する。そして、一の
頂点Ｐから隣接する頂点Ｐに向かって、壁面２２が延びている。一の頂点Ｐから延びる壁
面２２と、それに隣接する他の頂点Ｐから延びる壁面２２は、両頂点Ｐの中間手前まで延
びており、両者は接触しない。従って、対向する壁面２２、２２（以下、「一対の壁面２
２」と称する。）との間には、開口部２３が形成される。また、一対の壁面２２と隔壁２
１と中心部２０とによって、溝部２４が形成される。これらの開口部２３および溝部２４
は、図９に示すように、ポール２の軸心方向にその全長に亘って延びている。
【００４１】
　更に、ポール２の断面の各頂点Ｐにおいて、各頂点Ｐからポール２の外方向に延出し、
該頂点Ｐにつながる二つの壁面２２にそれぞれ直交する二つの外壁面２５が設けられてい
る。その結果、一の頂点Ｐから延出する外壁面２５と、それに隣接する他の頂点Ｐから延
出する外壁面２５は対向する。そして、この対向する外壁面２５と、これらとつながる一
対の壁面２２とによって、ポール２の表面上に半閉空間である配線用溝部２６が形成され
る。この配線用溝部２６には、空間構造体１で使用される情報機器の電源ケーブルや信号
ケーブルを収納することが可能である。また、配線用溝部２６にケーブルを収納すると外
観のデザイン性が低下するため、図１０に示すワイヤリングカバーを配線用溝部２６を覆
うように設けてもよい。
【００４２】
　図１１はビーム３の外観図であり、図１２はビーム３の断面図を示す。ビーム３の断面
形状は、ポール２の断面形状とほぼ同一である。ビーム３の中心部３０、隔壁３１、壁面
３２（一対の壁面３２）、開口部３３、溝部３４、頂点Ｑは、ポール２の中心部２０、隔
壁２１、壁面２２（一対の壁面２２）、開口部２３、溝部２４、頂点Ｐにそれぞれ対応す
るので、これらの詳細な説明は省略する。
【００４３】
　ビーム３においては、空間構造体１で使用される情報機器の電源ケーブルや信号ケーブ
ルを収納するための配線用溝部の構成が、ポール２の場合と異なる。ビーム３では、図１
１に示すように、鉛直上方向および鉛直下方向の二方向にのみ配線用溝部３６、３８が形
成される。ここで、鉛直上方向の配線用溝部３６を構成する外壁面３５の高さ（頂点Ｑか
らの外壁面３５の高さ）は、鉛直下方向の配線用溝部３８を構成する外壁面３７の高さ（
頂点Ｑからの外壁面３７の高さ）よりも高く設計されている。これは、ビーム３が空間構
造体１に組み込まれるとき、配線用溝部３６は鉛直上方向に開口するのでより多くのケー
ブルを収納すること可能となることが好ましいからである。勿論、鉛直下方向の配線用溝
部３８にもケーブルを収納することは可能であるが、外観のデザイン性が低下するため、
その場合図１２に示すワイヤリングカバーを配線用溝部３８を覆うように設けてもよい。
尚、ビーム３の水平方向の表面には、外壁面３５、３７に相当する壁面は設けられず、配
線用溝部は存在しない。
【００４４】
　ここで、空間構造体１を構成するポール２、ビーム３の連結について説明する。先ず、
空間構造体１の各コーナー部における各要素の連結について、図１３、１４、１５に基づ
いて説明する。図１３は、コーナー部における二本のビーム３と一本のポール２の連結の
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様子（例えば、空間構造体１における、ポール２ａとビーム３ａ、３ｂとの連結）を示す
図である。図１４、１５は、ポール２とビーム３との連結の詳細を示す図である。
【００４５】
　このコーナー部におけるポール２とビーム３の連結は、ジョイント１０を介して行われ
る。ジョイント１０は、ポール２に設置されるときその端面と接触する設置面１０ａを有
しており、この設置面１０ａの中央には貫通孔１０ｄが設けられている。この貫通孔１０
ｄは、設置面１０ａがポール２の端面に設置されると、ポール２の中央部２０に設けられ
たネジ孔に対応する位置をとる。そして、図１４に示すようにネジによってジョイント１
０がポール２に連結される。
【００４６】
　更に、ジョイント１０は、ビーム３に設置されるときその端面と接触する設置面１０ｂ
を有しており、この設置面１０ｂの中央には貫通孔１０ｅが設けられている。この貫通孔
１０ｅは、設置面１０ｂがビーム３の端面に接触すると、ビーム３の中央部３０に設けら
れたネジ孔に対応する位置をとる。そして、図１４に示すようにネジによってジョイント
１０がビーム３に連結される。更に、設置面１０ｂがビーム３の端面に接触するときに、
ビーム３の配線用溝部３８の端部に嵌まり込むビームガイド部１０ｃが、ジョイント１０
に設けられている。図１４に示すように、ビームガイド部１０ｃが配線用溝部３８に嵌ま
り込むことで、ビーム３をジョイント１０に連結するときの作業が容易となる。この設置
面１０ｂ、ビームガイド部１０ｃ、貫通孔１０ｅは、ポール２の形状に従って、ジョイン
ト１０に４箇所設けられている。
【００４７】
　尚、ジョイント１０をポール２にネジで連結する場合は、図１４に示すようにジョイン
ト１０の上部の開口部からネジを挿入し、連結作業を行う。また、ジョイント１０をビー
ム３にネジで連結する場合もジョイント１０の上部の開口部からネジを挿入し、連結作業
を行うか、また連結に使用する貫通孔１０ｅに対向する位置にある貫通孔１０ｅを利用し
てもよい。
【００４８】
　このようにジョイント１０を介して、ポール２、ビーム３を連結させた後、図１３に示
すようにジョイント１０の上部の開口部に、アジャスタサポート１２で蓋をする。このア
ジャスタサポート１２には内ネジが切られた筒部が設けられ、該筒部を覆うアジャスタカ
バー１３と、筒部に螺合されるネジ部を有するアジャスタ１４が設けられる。このアジャ
スタ１４は、空間構造体１が置かれるオフィス等の天井との距離を調整するためのもので
ある。
【００４９】
　次に、ポール２に対して第一側板１１０等の外部部材を連結する場合に使用するスライ
ド連結装置７１について説明する。なお、スライド連結装置７１は、空間構造体１におけ
るビーム３に対してその途中にポール２を連結する場合などにも使用可能である。スライ
ド連結装置７１は、図１６Ａ、図１６Ｂに示す付勢部材７２と、図１７Ａ、図１７Ｂに示
すベース部材７３とで構成される。この二つは、完全に別個の部材である。付勢部材７２
は、輪郭形状を有する付勢部７２ａと、付勢部７２ａから一の方向に突出した突起部７２
ｂと、突起部７２ｂとは反対の方向に付勢部７２ａから突出した突起部７２ｃから構成さ
れる。付勢部７２ａは、突起部７２ｂと突起部７２ｃが設けられた各点を結ぶ線に対して
線対称に形成される。具体的な付勢部７２ａの形状は、各突起部近傍（図中Ｒ１で示され
る領域）では線対称の中心線に若干沿う形状であり、更に付勢部７２ａの中央に近づくと
（図中Ｒ２で示される領域）線対称の中心線から離れるように円弧形状をとり、付勢部７
２ａの中央近傍（図中Ｒ３で示される領域）では線対称の中心線にほぼ平行な形状となる
。付勢部７２ａがこのような形状を採ることで、Ｒ１で示される領域の付勢部を軸として
、Ｒ３で示される領域の付勢部が図面に垂直な方向に撓みやすくなり、その撓みによって
付勢部７２ａが図面に垂直な方向に付勢力を発揮することが可能となる。また突起部７２
ｃは、概ね円柱状の突起形状を有しており、突起部７２ｂは、突起部７２ｃより若干の横
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幅を有する形状である。尚、この横幅は、ポール２やビーム３の開口部２３、３３の幅よ
り若干小さい。
【００５０】
　ベース部材７３は、図１７Ａ、１７Ｂに示すようにベース部７３ａの中央にネジ孔７３
ｂが３個設けられる。更に、ベース部７３ａの一端面側に段付き部７３ｃが、ベース部７
３ａの長手方向に沿って設けられている。尚、この段付き部７３ｃの幅（図面上下方向の
幅）は、ポール２やビーム３の開口部２３、３３の幅より若干小さい。ベース部材７３ａ
には、間仕切り装置１０１を構成する第一側板１１０等の外部部材を直接連結してもよく
、また、第一側板１１０が接続される固定金具１６０を連結してもよい。また、ベース部
材７３ａには、ポール２が連結可能である。
【００５１】
　上述した付勢部材７２及びベース部材７３の、ポール２やビーム３の溝部２４、３４内
におけるスライド連結装置７１としての機能の発揮について図１４に基づいて説明する。
図１８Ａ、図１８Ｂに示すのは、ビーム３内におけるスライド連結装置７１の様子である
が、ポール２内においても同様に機能する。ビーム３の溝部３４は、上述したように中心
部３０から延びる隔壁３１と壁面３２のそれぞれの内壁面によって形成され、その断面形
状は略六角形である。ここで、図１８Ａ、図１８Ｂに示すように、溝部３４の断面におけ
る略六角形の頂点をＳ１～Ｓ６と称すると共に、開口部３３を構成する頂点をＴ１、Ｔ２
と称する。
【００５２】
　まず、図１８Ａに示すように、溝部３４に対して付勢部材７２を開口部３３から滑り込
ませる。このとき突起部７２ｃが溝部３４の奥部（頂点Ｓ３、Ｓ４の近傍）に位置し、突
起部７２ｂが開口部３３の近傍（頂点Ｔ１、Ｔ２の間）に位置する。また、付勢部７２ａ
の領域Ｒ３に位置する部分は、溝部３４の頂点Ｓ１、Ｓ２間及び頂点Ｓ５、Ｓ６間の内壁
面近傍に位置する。このとき、付勢部７２ａと該内壁面との間には僅かな間隙が存在する
ため、付勢部７２ａは撓んだ状態とはなっていない。
【００５３】
　図１８Ａに示す状態では、突起部７２ｂを介して付勢部材７２をビーム３の溝部３４内
を自在に移動させることが可能である。溝部３４の任意の位置に付勢部材７２を移動させ
た後、図１８Ｂに示すように溝部３４内にベース部材７３を挿入させる。このとき、ベー
ス部材７３は、付勢部材７２の付勢部７２ａの突起部７２ｂが突出している側の面上に、
ベース部材７３の段付き部７３ｃが設けられていない面が接触し、該段付き部７３ｃが開
口部３３に位置する。
【００５４】
　図１８Ｂに示す状態においては、付勢部材７２の付勢部７２ａはベース部材７３によっ
て溝部３４の奥部に押し込まれるため、付勢部７２ａの領域Ｒ３に位置する部分は、隔壁
３１によって形成される内壁面（頂点Ｓ２、Ｓ３間、および頂点Ｓ４、Ｓ５間）に接触す
ることになる。この内壁面は、溝部３４の奥部に進むに従い、幅が狭くなる。そのため、
図１８Ｂに示す状態では、付勢部材７２の付勢部７２ａは上述したように撓み、その撓み
に起因してベース部材７３に対して、それを開口部３３近くの壁面３２に押し付ける付勢
力を発生させる。その結果、付勢部材７２とベース部材７３とから構成されるスライド連
結装置７１は、ビーム３内の任意の位置に固定される。
【００５５】
　なお、ポール２に対して、間仕切り装置１０１を構成する第一側板１１０等の外部部材
を連結したい場合、例えば、図１９に示すように行ってもよい。即ち、パネルをねじで固
定する固定金具１６０を、ポール２の溝部２４内で固定状態にあるスライド連結装置７１
のネジ孔に対して固定可能なブラケット９０を介して、該スライド連結装置７１にネジで
固定する。このようにすることで、ポール２やビーム３の任意の位置に第一側板１１０等
の外部部材を連結することが可能となる。
【００５６】
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　＜設置手順＞
　次に、上述した第一実施形態に係る間仕切りシステム３００の設置手順について説明す
る。なお、以下に説明する設置手順は、一例であり、設置手順は適宜変更することができ
る。
【００５７】
　図２０Ａから図２０Ｅは、第一実施形態に係る間仕切りシステム３００の設置手順の一
例を示す。まず、図２０Ａに示すように、ポール２、ビーム３を用いて空間構造体１が組
み立てられる。なお、図２０Ａは、空間構造体１の一部を示しており、ポール２やビーム
３の数は、図２０Ａに限定されない。空間構造体１が組み立てられると、次に、図２０Ｂ
に示すように、ポール２の所定位置にスライド連結装置７１が接続される。
【００５８】
　続いて、図２０Ｃに示すように、第一側板１１０がスライド連結装置７１に接続され、
また、天板枠１５２が第一側板１１０の内側面に接続され、脚部１４０が天板枠１５２に
接続される。次に、図２０Ｄに示すように、収納棚１８０が第一側板１１０と天板枠１５
２に接続される。第一実施形態と異なり、収納棚１８０と正面板１３０とが別々に構成さ
れている場合や、正面板１３０のみの簡易な構成（第二実施形態）の場合には、正面板１
３０が、第一側板１１０と天板枠１５２に接続される。続いて、図２０Ｅに示すように、
第二側板１２０が収納棚１８０、天板枠１５２、脚部１４０と接続される。また、開閉式
ひさし１９０が収納棚１８０の上部に存在する天井板１８２に接続される。
【００５９】
　＜作用効果＞
　以上説明した第一実施形態に係る間仕切りシステム３００によれば、各ワークプレイス
２００の３方向が、第一側板１１０、正面板１３０、第二側板１２０によって仕切られる
ことで、各ワークプレイス２００の独立性が確保される。また、第一ワークプレイス２０
１と第一ワークプレイス２０１が反転された第二ワークプレイスが列方向において交互に
配置されることで、間仕切り装置１０１が列状に構成される。そして、第一実施形態では
、このような列状の間仕切り装置１０１であって第一ワークプレイス２０１と第二ワーク
プレイス２０２の配置が同じパターンの列状の間仕切り装置１０１が３列構成される。従
って、各ワークプレイス２００の使用者の背後には、他のワークプレイスの収納棚１８０
が存在し、他の使用者が存在することがない。また、仮に椅子１７０を引いたとしても、
列方向における隣のワークプレイス２００は、反転された態様ワークプレイス２００であ
り、隣のワークプレイス２００の使用者が視界に入ることはない。従って、第一実施形態
に係る間仕切りシステム３００では、各ワークプレイス２００の独立性が高められている
。なお、ワークプレイス２００の下部や上部は、開放されていることから通気性は確保さ
れている。また、第一実施形態に係る間仕切りシステム３００では、各ワークプレイス２
００の背後や側方に収納棚１８０が存在することから、利便性にも優れている。更に、空
間構造体１は、任意の空間を形成可能であり、設計の自由度が高いことから、間仕切り装
置１０１の配置設計も自由に行うことができる。また、初期の設計だけでなく、間仕切り
装置１０１のレイアウト変更等も容易に行うことができる。
【００６０】
　[第二実施形態]
　第二実施形態に係る間仕切りシステム３０１は、第一実施形態の間仕切りシステム３０
０よりも簡易な構成を有する。図２１は、第二実施形態に係る間仕切りシステムの斜視図
を示す。なお、図２１は、３つのワークプレイス２００からなる一列の間仕切り装置を示
すが、ワークプレイス２００の数や列状の間仕切り装置の数は、オフィスの規模等に応じ
て適宜変更可能である。第二実施形態に係る間仕切りシステム３０１は、収納棚１８０及
び開閉式ひさし１９０を含まない構成であり、第一実施形態よりも簡易な構成となってい
る。本発明における間仕切りシステムは、第一実施形態のように収納棚１８０等を設ける
ことでより利便性が向上される。但し、本発明に係る間仕切りシステムは、第二実施形態
のようにシンプルな構成として用いることも可能である。なお、第二実施形態の間仕切り
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システム３０１を構成する第一側板１１０、第二側板１２０、正面板１３０などの構成は
、第一実施形態と同じであるので説明は割愛する。第二実施形態に係る間仕切りシステム
３０１によっても、第一実施形態に係る間仕切りシステム３００と同じく、各ワークプレ
イス２００の独立性を確保することができる。
【００６１】
　[第三実施形態]
　図２２は、第三実施形態に係る間仕切りシステム３０２の平面図を示す。第三実施形態
では、ポール２を中心としてワークプレイス２００が放射状に４つ設けられている。換言
すると、各ワークプレイス２００の正面方向が９０度ずつずれるように、ポール２の周囲
に各ワークプレイス２００が設けられている。なお、ワークプレイス２００の数やポール
２の数は、オフィスの規模等に応じて適宜変更可能である。第三実施形態においても、第
一側板１１０はポール２と接続されているが、ポール２と側板２との距離が第一実施形態
における距離よりも長くとられている。各ワークプレイス２００の構成は、第一実施形態
と同じであり、間仕切り装置１０１は、第一側板１１０、第二側板１２０、及び正面板１
３０を備える。各ワークプレイス２００の正面は、正面板１３０によって仕切られ、左手
側方は、第二側板１２０によって仕切られている。なお、第一実施形態では、各ワークプ
レイス２００の右手側方は、自身のワークプレイス２００を構成する第一側板と、隣接す
るワークプレイス２００の第一側板１１０によって仕切られていた。これに対し、第三実
施形態では、各ワークプレイス２００の右手側方は、自身のワークプレイス２００を構成
する第一側板１１０と、隣接するワークプレイス２００の収納棚１８０によって仕切られ
ている。
【００６２】
　以上説明した第三実施形態に係る間仕切りシステム３０２によれば、各ワークプレイス
２００の３方向が仕切られることで、各ワークプレイス２００の独立性が確保される。ま
た、各ワークプレイス２００の使用者の右手側方には、他のワークプレイスの収納棚１８
０が存在することから利便性にも優れている。また、説明は省略したが、第一実施形態と
同じく、ワークプレイス２００の下部や上部を開放することで、第二実施形態に係る間仕
切り装置１０１も通気性も確保されている。更に、空間構造体１と共に用いられることで
、設計の自由度も高い。
【００６３】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、本発明に係る間仕切りシステムはこれら
に限らず、可能な限りこれらの組合せを含むことができる。
【符号の説明】
【００６４】
１・・・空間構造体
２・・・ポール
３・・・ビーム
１０・・・ジョイント
７１・・・スライド連結装置
７２・・・付勢部材
７２ａ・・・付勢部
７３・・・ベース部材
１０１・・・間仕切り装置
１１０・・・第一側板
１２０・・・第二側板
１３０・・・正面板
１４０・・・脚部
１５０・・・机
１５１・・・天板
１５２・・・天板枠
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１６０・・・固定金具
１７０・・・椅子
１８０・・・収納棚
１９０・・・開閉式ひさし
２０１・・・第一ワークプレイス
２０２・・・第二ワークプレイス
３００、３０１、３０２・・・間仕切りシステム
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